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大阪府教育振興基本計画について

○教育基本法第17条第2項に定める「基本的な計画」

○ 大阪府教育行政基本条例第3条に定める「基本的な計画」
▶ 知事が、教育委員会と協議して、基本計画の案を作成。

▶ 基本計画は、府議会の議決を経なければならない。

▶ 基本計画には次の事項を定めるものとする。

・教育の振興に関する基本的な目標及び施策の大綱

・施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

▶ 基本計画の案を作成するにあたって、

・学識経験を有する者の意見を聴く

・府民の意見を反映するための適切な措置を講ずる。
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教育振興基本計画検討委員会の
検討スケジュール(案)

日程 議 題

第１回
（６月28日）

・大阪の教育を取り巻く状況について
・大阪の教育がめざす「基本的な目標」について

第２回
（７月下旬）

・大阪の教育のこれまでの取組みについて
・大阪の教育の今後の方向性について(1)

第３回
（８月中旬）

・大阪の教育の今後の方向性について(2)
・計画の骨子(案)について

第４回
（11月下旬） ・大阪の教育の今後の展開について

第５回
（12月下旬） ・検討内容のとりまとめについて
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「教育振興基本計画検討委員会」と「府立高等学校の将来像検討専門委員会」との関係
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